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「働く」を変える

働き方改革推進法が 
成立しました

今年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（働き方改革推進法）」
が成立しました。これは、日本が直面している生産年齢人口の減少や働き手のニーズの多様化などの
状況を踏まえ、就業機会の拡大や意欲・能力を発揮できる環境づくりといった重要な課題を解決する
のが目的です。同法の成立により、国民一人ひとりの働き方はどのように変わるのでしょうか。
また、企業にはどのような対応が求められているのでしょうか。一緒に見ていきましょう。

図表1　2030年までの就業者シミュレーション（男女計）
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出所：2014年実績値は総務省「労働力調査」、2020年および2030年は（独）労働政策研究・研修機構推計

(C) 2018 日本医療企画.
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働
く
人
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え 

労
働
参
加
を
後
押
し

日
本
で
は
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ

り
、
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
す
る
と
と
も

に
、
育
児
や
介
護
と
仕
事
の
両
立
な
ど
、

働
く
人
の
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、

国
は
働
く
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ

て
多
様
な
働
き
方
を
選
べ
、
将
来
に
対
し

て
よ
い
展
望
を
も
て
る
社
会
を
実
現
す
る

と
い
う「
働
き
方
改
革
」を
進
め
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
成
立
し
た
の
が
、
今
回

の
働
き
方
改
革
推
進
法
で
す
。
同
法
は
大

き
く
分
け
て
、「
働
き
方
改
革
の
総
合
的

か
つ
継
続
的
な
推
進
」「
長
時
間
労
働
の
是

正
、
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
等
」

「
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な
い
公
正
な
待

遇
の
確
保
」の
３
つ
か
ら
成
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
、「
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方

の
実
現
等
」は
、
働
き
た
い
の
に
さ
ま
ざ

ま
な
制
約
に
よ
り
働
け
な
い
人
が
労
働
参

加
で
き
る
社
会
を
つ
く
る
の
が
目
的
で

す
。
仮
に
、
そ
う
し
た
人
が
労
働
参
加
で

き
れ
ば
、
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
し
て
も

就
業
者
数
は
増
加
し
ま
す
。「
労
働
力
調

査
」や「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
」な
ど
を

基
に
し
た「
労
働
力
需
給
推
計
の
活
用
に

よ
る
政
策
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン　
全
国
推

計
」に
よ
る
と
、
２
０
１
４
年
時
点
の
就

業
者
数
は
６
３
５
１
万
人
で
、
経
済
成
長

と
労
働
参
加
が
適
切
に
進
ま
な
い
場
合
、

２
０
２
０
年
の
就
業
者
数
は
６
０
４
６
万

人
に
な
る
見
込
み
で
す（
前
ペ
ー
ジ
図
表

１
）。
こ
れ
ら
が
適
切
に
進
め
ば
６
３
８

１
万
人
と
、
約
３
４
０
万
人
増
え
ま
す
。

同
様
に
２
０
３
０
年
に
は
、
適
切
に
進
ま

な
い
場
合
は
５
５
６
１
万
人
、
適
切
に
進

む
場
合
は
６
１
６
９
万
人
に
な
る
と
見
込

ま
れ
、
後
者
の
ケ
ー
ス
で
あ
れ
ば
２
０
１

４
年
と
比
較
し
て
就
業
者
数
は
マ
イ
ナ
ス

１
８
２
万
人
に
と
ど
ま
る
と
推
測
さ
れ
ま

す
。働

き
た
い
の
に
働
け
な
い
理
由
の
一
つ

が
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
の
難
し
さ
で
す
。

約
５
割
の
女
性
が
出
産
・
育
児
に
よ
り
退

職
し
て
お
り
、
仕
事
と
の
両
立
困
難
の
理

由
で
最
も
多
い
も
の
が「
勤
務
時
間
が
あ
い

そ
う
も
な
か
っ
た（
あ
わ
な
か
っ
た
）」（
56
・

６
％
）で
す
。
日
本
の
年
平
均
労
働
時
間
は

１
７
１
３
時
間
と
、
ド
イ
ツ
の
１
３
６
３

時
間
や
フ
ラ
ン
ス
の
１
４
７
２
時
間（
推
計

値
）と
比
較
し
て
長
く
な
っ
て
い
ま
す（
図

表
２
）。週
あ
た
り
の
労
働
時
間
を
み
て
も
、

40
〜
48
時
間
の
労
働
者
が
38
・
２
％
、
49

時
間
以
上
の
労
働
者
が
20
・
８
％
と
、
時

間
外
労
働
を
し
て
い
る
労
働
者
の
割
合
が

水
準
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
７
〜
８

割
な
の
に
対
し
、
日
本
は
６
割
弱
と
低
く

な
っ
て
い
ま
す
。
雇
用
形
態
に
よ
る
不
合

理
な
待
遇
差
を
な
く
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

次
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
こ
う
し
た
課
題
解

決
に
向
け
た
同
法
の
具
体
的
な
中
身
を
解

説
し
て
い
き
ま
す
。

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
年
次
有
給
休
暇
の

取
得
率
は
２
０
０
０
年
以

降
５
割
を
下
回
り
、
２
０

１
６
年
は
49
・
４
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
状
況
を
変
え
て
い
か
な

け
れ
ば
、
働
き
た
い
人
が

働
け
る
社
会
は
実
現
し
ま

せ
ん
。

65
歳
を
超
え
て
も
働
き

た
い
と
希
望
す
る
人
は
約

７
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

希
望
す
る
就
労
形
態
は

パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
最
も
多

い
の
で
す
が
、
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
者
に
対
す
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金

図表2　年平均労働時間

日
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直
面
す
る
課
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と
改
革
の
背
景

働
き
方
改
革
推
進
法
成
立
の
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ま
ず
、今
の
日
本
が
ど
ん
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
の
か
を
知
る
必
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あ
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ま
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。

統
計
な
ど
を
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に
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題
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い
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。
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出所：（独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」
注1：年平均労働時間は、2016年の各国の就業者一人あたりの年間労働時間を示す
注2：フランスのみ推計値

(C) 2018 日本医療企画.




